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１．都市計画手続きに至る経緯 

○第二京阪道路の供用開始に伴い、道路の整備効  
 果を生かした、産業等の立地を促す土地利用を実 
 現する計画的なまちづくりを促進するため、平成２  
 １年に国、大阪府及び本市や枚方市を含む第二 
 京阪道路沿道５市において、「第二京阪沿道まち 
 づくり方針」を策定。 
 
○この方針を受けて、大阪府では、東部大阪区域  
 マスタープランにおいて「保留フレーム」設定。 
  
○平成２２年３月に、第二京阪道路が供用開始され、 
 格段に利便性が向上したことにより、第二京阪道路 
 沿道の市街化調整区域において乱開発等が懸念 
 されることから、地元の地権者組織が立ち上げられ、    
 計画的で良好なまちづくりの検討が重ねられた。 
 
○今回、土地区画整理事業の手法による事業化の熟 
 度が高まった状況であることから、これら事業を実現 
 するために必要な都市計画の決定や変更の手続きを  
 行う。 
 

星田駅 

寝屋川市 

枚方市 
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土地区画整理事業に つ い て 

 土地区画整理事業は、道路、公園や河川等の公共施設の整備が必要な
一定の区域において、各地権者からその権利分に応じた土地を提供（減
歩）頂き、この土地を集約し道路や公園などの公共用地に充てる他、その
一部を保留地として売却し事業資金の一部に充てる事業制度です。       
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土地利用計画（案）について 

星田北・高田地区 

星田駅北地区 

市に提示されている土地利用計画図 
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土地区画整理事業の予定スケジュール 
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【大阪府決定】 

  ・東部大阪都市計画 区域区分の変更 

【交野市決定】 

  ・東部大阪都市計画 用途地域の変更 

  ・東部大阪都市計画 高度地区の変更 

  ・東部大阪都市計画 防火地域及び準防火地域の変更 

  ・東部大阪都市計画 星田北地区地区計画の決定 

  ・東部大阪都市計画 星田駅北地区地区計画の決定 

  ・東部大阪都市計画 星田北・星田駅北土地区画整理事業の決定 

  ・東部大阪都市計画 道路の変更 

  ・東部大阪都市計画 下水道の変更 

【枚方市決定】 

  ・東部大阪都市計画 用途地域の変更 

  ・東部大阪都市計画 防火地域及び準防火地域の変更 

  ・東部大阪都市計画 茄子作高田地区地区計画の決定 

  ・東部大阪都市計画 高田東香里地区地区計画の変更 

  ・東部大阪都市計画 星田北・星田駅北土地区画整理事業の決定 

２．都市計画の決定・変更の内容について 
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○ 区 域 区 分 に つ い て（大阪府決定） 
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○ 用途地域に つ い て（交野市決定） 
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第一種 第二種 第三種 

 高度地区は、良好な市街地の環境を維持するため、建築物の高さを制限
するものです。      

○ 高度地区について（交野市決定） 

○ 防火地域・準防火地域について（交野市決定） 

 防火地域・準防火地域は、市街地における火災の延焼拡大を抑制し、都
市の不燃化を図る地域。建物の規模に応じて耐火建築物や準耐火建築物
等の構造が制限されます。 
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○土地区画整理事業に つ い て（交野市決定） 

 土地区画整理事業は公共団体、組合、個人などが施行することができま
すが、都市計画として位置づける場合、事業を施行しようとする区域等を定
めます。        

 土地区画整理事業で定められること 

   ・事業の名称 

   ・道路、公園、緑地等の公共施設の配置 

   ・宅地の整備に関する事項 

○地区計画に つ い て（交野市決定） 
 地区計画は、身近な生活空間において、建物の用途、高さ、色などの制
限や、地区内の道路、公園などをきめ細かく定め、地区の特性に応じたま
ちづくりを進めていくことができます。       

10 



○都市計画道路について（交野市決定） 

  広域的な道路網との整合、土地利用や他の都市施設との十分な連
携のもとに、都市の骨格となるよう配置することで、円滑な交通処理、
良好な市街地環境の形成、災害時の防災性の向上等が図られます。 

○下水道について（交野市決定） 

  土地利用の動向、河川等の水路整備状況並びにそれらの将来の
見通し等を総合的に勘案し、機能的な都市活動の確保及び良好な都
市環境を形成及び保持するよう排水区域等を定めます。 
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市街化区域へ編入する箇所（赤線） 

現行市街化区域（橙線） 

星田駅 

寝屋川市 

枚方市 

区域区分の変更（市街化区域へ編入） （大阪府決定） 
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星田北地区（Ａ地区） 

用途地域 準工業地域 
（建ぺい率６０％、容積率２００％） 

高度地区 指定なし 

防火・準防
火地域 

準防火地域 

地区計画 用途の
制限 

準工業地域で建築可能なもの
のうち、住宅、学校、ホテル、ぱ
ちんこ屋、キャバレー等を除い
たもの。 

敷地面
積の最
低限度 

３，０００㎡ 

ただし、土地区画整理事業に伴
う減歩により３，０００㎡に満たな
い場合は除く。 

緑化率
の最低
限度 

敷地面積の２０％ 

かき又
はさく
の構造
の制限 
 

道路に面する側に、かき又はさ
くを設ける場合は、生垣若しくは
透視可能なものとし、ブロック塀、
その他これらに類するものは築
造してはならない。 

星田駅 
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星田北地区（Ｂ地区） 

用途地域 準工業地域 
（建ぺい率６０％、容積率２００％） 

高度地区 指定なし 

防火・準防
火地域 

準防火地域 

地区計画 用途の
制限 

準工業地域で建築可能なもの
のうち、住宅、学校、ホテル、ぱ
ちんこ屋、キャバレー等を除い
たもの。 

敷地面
積の最
低限度 

なし 

緑化率
の最低
限度 

敷地面積の２０％ 

かき又
はさくの
構造の
制限 
 

道路に面する側に、かき又はさ
くを設ける場合は、生垣若しく
は透視可能なものとし、ブロッ
ク塀、その他これらに類するも
のは築造してはならない。 
 

星田駅 
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星田北地区（Ｃ地区） 

用途地域 準工業地域 
（建ぺい率６０％、容積率２００％） 

高度地区 指定なし 

防火・準
防火地域 

準防火地域 

地区計画 用途の
制限 

準工業地域で建築可能なもののう
ち、住宅、学校、ホテル、病院、ぱ
ちんこ屋、キャバレー、自動車車
庫（建築物に付属するものを除く）
等を除いたもの。 

敷地面
積の最
低限度 

なし 

緑化率
の最低
限度 

敷地面積の２０％ 

かき又
はさく
の構造
の制限 
 

道路に面する側に、かき又はさく
を設ける場合は、生垣若しくは透
視可能なものとし、ブロック塀、そ
の他これらに類するものは築造し
てはならない。 
 

星田駅 
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星田駅北地区（Ａ地区） 

用途地域 第一種中高層住居専用地域 
（建ぺい率６０％、容積率２００％） 

高度地区 第二種高度 

防火・準
防火地域 

準防火地域 

地区計画 用途の制
限 

第一種中高層住居専用地域
で建築可能なもののうち学校、
病院等を除いたもの。 

敷地面積
の最低限
度 

１２０㎡ 

ただし、土地区画整理事業に
伴う減歩により１２０㎡に満た
ない場合は除く。 

建築物等
の高さの
最高限度 

１２ｍ 

壁面の位
置の制限 

道路境界線から１ｍ 
その他敷地境界線から０．５ｍ 

緑化率の
最低限度 

敷地面積の２０％ 

かき又はさ
くの構造の
制限 
 

道路に面する側に、かき又は
さくを設ける場合は、生垣若し
くは透視可能なものとし、ブロ
ック塀、その他これらに類する
ものは築造してはならない。 

星田駅 
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星田駅北地区（Ｂ地区） 

用途地域 準工業地域 
（建ぺい率６０％、容積率２００％） 

高度地区 指定なし 

防火・準防
火地域 

準防火地域 

地区計画 用途の制限 準工業地域で建築可能な
もののうちホテル、ぱちん
こ屋、キャバレー等を除い
たもの。 

敷地面積の
最低限度 

なし 

建築物等の
高さの最高
限度 

なし 

壁面の位置
の制限 

なし 

緑化率の最
低限度 

敷地面積の２０％ 

かき又はさ
くの構造の
制限 
 

道路に面する側に、かき
又はさくを設ける場合は、
生垣若しくは透視可能なも
のとし、ブロック塀、その他
これらに類するものは築
造してはならない。 

星田駅 
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星田駅北地区（Ｃ地区） 

用途地域 近隣商業地域 
（建ぺい率８０％、容積率３００％） 

高度地区 指定なし 

防火・準防火
地域 

準防火地域 

地区計画 用途の制
限 

近隣商業地域で建築可能
なもののうちぱちんこ屋等
を除いたもの。 

敷地面積
の最低限
度 

１２０㎡ 

ただし、土地区画整理事
業に伴う減歩により１２０
㎡に満たない場合は除く。 

建築物等
の高さの
最高限度 

なし 

壁面の位
置の制限 

なし 

緑化率の
最低限度 

敷地面積の２０％ 

かき又はさ
くの構造の
制限 
 

道路に面する側に、かき
又はさくを設ける場合は、
生垣若しくは透視可能なも
のとし、ブロック塀、その他
これらに類するものは築
造してはならない。 

星田駅 
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星田駅北地区（Ｄ地区） 

用途地域 第一種住居地域 
（建ぺい率６０％、容積率２００％） 

高度地区 第三種高度 

防火・準
防火地域 

準防火地域 

地区計画 用途の制
限 

第一種住居地域で建築可能
なもののうちボーリング場、ホ
テル等を除いたもの。 

敷地面積
の最低限
度 

１２０㎡ 

ただし、土地区画整理事業に
伴う減歩により１２０㎡に満た
ない場合は除く。 

建築物等
の高さの
最高限度 

なし 

壁面の位
置の制限 

道路境界線から１ｍ 
その他敷地境界線から０．５ｍ 

緑化率の
最低限度 

敷地面積の２０％ 

かき又はさ
くの構造の
制限 
 

道路に面する側に、かき又は
さくを設ける場合は、生垣若し
くは透視可能なものとし、ブロ
ック塀、その他これらに類する
ものは築造してはならない。 

星田駅 
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星田駅北地区（Ｅ地区） 
用途地域 第一種中高層住居専用地域 

（建ぺい率６０％、容積率２００％） 

高度地区 第二種高度 

防火・準
防火地域 

準防火地域 

地区計画 用途の制
限 

第一種中高層住居専用地域で
建築可能なもののうち学校、病
院、店舗等を除いたもの。 

敷地面積
の最低限
度 

１２０㎡ 

ただし、土地区画整理事業に
伴う減歩により１２０㎡に満たな
い場合は除く。 

建築物等
の高さの
最高限度 

１０ｍ 

壁面の位
置の制限 

道路境界線から１ｍ 
その他敷地境界線から０．５ｍ 

緑化率の
最低限度 

敷地面積の２０％ 

かき又は
さくの構
造の制限 
 

道路に面する側に、かき又はさ
くを設ける場合は、生垣若しく
は透視可能なものとし、ブロッ
ク塀、その他これらに類するも
のは築造してはならない。 

星田駅 
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星田駅北地区（Ｆ地区） 

用途地域 第一種住居地域 
（建ぺい率６０％、容積率２００％） 

高度地区 第三種高度 

防火・準防
火地域 

準防火地域 

地区計画 用途の制限 第一種住居地域で建築可
能なもののうちボーリング
場、ホテル等を除いたもの。 

敷地面積の
最低限度 

なし 

建築物等の
高さの最高
限度 

なし 

壁面の位置
の制限 

敷地境界線から０．５ｍ 

緑化率の最
低限度 

敷地面積の２０％ 

かき又はさく
の構造の制
限 
 

道路に面する側に、かき
又はさくを設ける場合は、
生垣若しくは透視可能なも
のとし、ブロック塀、その他
これらに類するものは築
造してはならない。 

星田駅 
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星田駅北地区（Ｇ地区） 

用途地域 準工業地域 
（建ぺい率６０％、容積率２００％） 

高度地区 なし 

防火・準防
火地域 

準防火地域 

地区計画 用途の制限 準工業地域で建築可能な
もののうちホテル、ぱちん
こ屋、キャバレー等を除い
たもの。 

敷地面積の
最低限度 

なし 

建築物等の
高さの最高
限度 

なし 

壁面の位置
の制限 

なし 

緑化率の最
低限度 

敷地面積の２０％ 

かき又はさく
の構造の制
限 
 

道路に面する側に、かき
又はさくを設ける場合は、
生垣若しくは透視可能なも
のとし、ブロック塀、その他
これらに類するものは築
造してはならない。 

星田駅 
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その他の変更 

用途地域 第一種中高層住居専用地域 
Ҝ 準工業地域 

高度地区 第二種高度 Ҝ 指定なし 

防火・準防
火地域 

指定なし Ҝ 準防火地域 

星田駅 
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土地区画整理事業の決定 

星田北・星田駅北土地区画整理事業の概要 

道路 
土地利用や街区構成等を考慮しつつ適正に
配置する。 

公園 
事業により施行区域面積の3％以上の公園を
確保し、適宜配置する。 

その他の 
公共施設 

周辺地区への雨水排水の悪影響を及ぼさな
いようにするため、調整池を配置し、下流へ
の流出抑制をする。 

星田駅 
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○3・4・230－6号星田駅前線の線形の変更 
 及び延長の変更 
   延長 約500ｍ ⇒ 約1,110ｍ 
  （追加する区域）枚方市高田一丁目地内 
   計画幅員 16ｍ 
   車線数    ２ 
   構造       地表式 
 
○星田駅前交通広場  
      約3,700㎡ ⇒ 約3,800㎡ 

○3・5・230－8号交野中央線の延長の変更 
  
   延長 約5,100ｍ ⇒ 約4,570ｍ 
               （約530m廃止） 

○3・5・230－17号星田北中央線の追加 
   延長        約410ｍ 
   計画幅員 16ｍ 
   車線数    ２ 
   構造       地表式 

都市計画道路の変更 

星田駅 

枚方市 

寝屋川市 

変更後 

変更前 

交野中央線 
既決定 

整備済 

未整備 25 



下水道の変更 

追加区域 

既決定区域 

枚方市 

寝屋川市 

星田駅 
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枚方市域について 

星田駅 

星田北・星田駅北土地区画整理事業等の都市計画に

関する説明会 

 

日時  平成29年8月11日（金曜日）午後2時から 

会場  南部生涯学習市民センター イベントホール     

     （枚方市香里ケ丘一丁目1番2号） 

 

【枚方市決定】 

  用途地域の変更 

  防火地域及び準防火地域の変更 

  土地区画整理事業の決定 

  地区計画の決定、変更 

 

27 



３． 今後のスケジュールについて 

平成29年8月30日   大阪府都市計画公聴会 

平成29年9月2日  枚方市都市計画公聴会 

平成29年9月3日  交野市都市計画公聴会 

    ↓       （都市計画案の作成） 

平成29年11月頃  都市計画案の縦覧 

    ↓ 

平成30年1月頃   交野市都市計画審議会 

             枚方市都市計画審議会 

（平成30年2月頃  大阪府都市計画審議会） 

    ↓ 

平成30年3月     都市計画決定・変更告示 
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 本日説明会でご説明した都市計画原案についてご意見のある方は、下記の公聴会で意見を 

述べることができます。なお、案件ごとに大阪府、交野市、枚方市がそれぞれ開催いたします。 

β 公聴会は都市計画原案への意見を述べていただくものであり、説明会ではありません。 

 また、公述される方がおられない場合は公聴会は開催しません。 

都市計画の原案は、説明会以後も交野市都市計画課（別館2階）、枚方市都市計画課（分館3

階）もしくは市のホームページで閲覧することができます。 

４． 都市計画公聴会のお知らせ（地区計画を除く） 

大阪府都市計画公聴会 

日   時：８月３０日（水） 午後２時から 

場   所：大阪府庁別館７階 都市計画室分室   大阪市中央区大手前三丁目２番１２号 

案   件：東部大阪都市計画区域区分の変更 

申込方法：公述希望者は、公述申出書（様式指定）を、傍聴希望者は、はがき又は電子メールに住所、 

       氏名、電話番号を記入の上、大阪府都市整備部都市計画室計画推進課（〒540-8570 住所   

       記載不要）へ 

申込期間：８月７日(月)から８月２１日（月）まで（必着） 

 

問合せ・申込先：大阪府都市整備部都市計画室計画推進課 06（6944）6776 

メールアドレス keikakusuishin@sbox.pref.osaka.lg.jp 
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交野市都市計画公聴会 

日  時：９月３日（日） 午前１０時～ 

場  所：交野市役所別館３階中会議室 

案  件：東部大阪都市計画用途地域の変更 

      東部大阪都市計画高度地区の変更 

      東部大阪都市計画防火地域及び準防火地域の変更 

      東部大阪都市計画土地区画整理事業の決定 

      東部大阪都市計画都市計画道路の変更 

      東部大阪都市計画下水道の変更 

申込方法：公述希望者は公述申出書（指定様式）を、傍聴希望者は、はがき（〒576-8501 

       住所記載不要）又は電子メールに住所・氏名・電話番号を記入の上、 

       交野市都市計画課へ 

申込期間：８月７日(月)から８月２１日（月）まで（必着） 

公述申出書の配布：交野市都市計画課窓口、又は、市ホームページからダウンロード 

 

問合せ・申込先：交野市都市計画部都市計画課  072-892-0121（代表） 

メールアドレス tosi@city.katano.osaka.jp    

           

４． 都市計画公聴会のお知らせ（地区計画を除く） 
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枚方市都市計画公聴会 

日  時：９月２日（土） 午前１０時～ 

場  所：ラポール枚方4階大研修室 

案  件：東部大阪都市計画用途地域の変更 

      東部大阪都市計画防火地域及び準防火地域の変更 

      東部大阪都市計画土地区画整理事業の決定 

申込方法：公述希望者は公述申出書（指定様式）を、傍聴希望者は、はがき（〒５７３－８６６６ 

       住所記載不要）又は電子メールに住所・氏名・電話番号を記入の上、 

       枚方市都市計画課へ 

申込期間：８月７日(月)から８月２１日（月）まで（必着） 

公述申出書の配布：枚方市都市計画課窓口、又は、市ホームページからダウンロード 

 

問合せ・申込先：枚方市都市整備部都市計画課 072-841-1414 

メールアドレス：tosikeikaku@city.hirakata.osaka.jp 

 

 

４． 都市計画公聴会のお知らせ（地区計画を除く） 
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茄子作高田地区、高田東香里地区地区計画の原案を縦覧しています。 

地区計画の区域内の住民や利害関係を有する方は、地区計画原案に対して意見書
を提出することができます。 

 

期間：８月７日（月）～２１日（月） β 意見書の提出期限は８月２８日（月）までです。 

場所：枚方市役所 分館３階 都市計画課   

β意見書（様式自由）には住所、氏名、 地区計画対象案件名、意見及び理由を記 

  載してください。 

問合せ：都市計画課072（841）1414 

５．地区計画の原案の縦覧のお知らせ 
交野市 

星田北地区、星田駅北地区地区計画の原案を縦覧しています。 

地区計画の区域内の住民や利害関係を有する方は、地区計画原案に対して意見書
を提出することができます。 

 

期間：８月７日（月）～２１日（月） β 意見書の提出期限は８月２８日（月）までです。 

場所：交野市役所 別館２階 都市計画課   

β意見書（様式自由）には住所、氏名、 地区計画対象案件名、意見及び理由を記 

  載してください。 

問合せ： 都市計画課072-892-0121（代表） 

枚方市 
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６． 質疑応答 
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